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小松市学校給食調理等業務委託仕様書 

 

１．件    名   小松市立安宅小学校外４校学校給食調理等業務 

 

２．委託期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

３．履行場所、対象、食数及び給食回数 

場所、１日及び年間の予定食数、年間の給食回数は、令和８年度については、 

表１「令和８年度小松市学校給食履行場所、対象、食数及び給食回数」のとおりと

する。 

 

４．作業基準及び衛生基準 

       受託会社（以下「乙」という。）は、小松市（以下「甲」という。）が策定した

「小松市学校衛生管理マニュアル」を遵守するとともに、文部科学省の「学校給

食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」の他、

関係諸法令等の基準を遵守し、業務を実施しなければならない。 

 

   ５．業務従事者の配置及び処遇 

（１）調理従事者 

 乙は、受託業務が学校給食業務であることを考慮し、調理に従事する者として、

栄養士又は調理師の資格を有し、かつ集団給食調理業務に従事した経験豊富な者

をできるだけ多く配置するよう努めるものとする。 

また、表１の調理従事者数を下回らないこととし、甲が示す市統一献立の調

理作業業務に支障のない人数配置・勤務体制とするものとする。 

乙は、調理等業務従事者を選任後、直ちに、調理等業務従事者選任(変更)報告

書にて甲に報告し変更の場合も直ちに報告するものとする。 

① 業務責任者 

     調理従事者のうち、栄養士又は調理師の資格を有し、かつ、学校給食調理業

務に２年以上の経験を有する者の中から、業務執行上、受託者としての責任

を負うべき責任者を１調理場に１名を選任し、常勤７時間４５分勤務として

従事させなければならない。また、甲又は学校側との連絡調整の任にあたら

せるものとする。 

② 業務副責任者 

      調理従事者のうち、業務副責任者を定め、業務責任者に事故あるとき又は不

在のときはその任にあたらせること。 

 

（２）業務総括責任者 

乙は、管理栄養士等を業務総括責任者として選任し、定期的（学期に２回程度、

最低でも１回は必ず。）に委託校を巡回し、給食調理業務管理、衛生管理、安全

管理の任にあたらせること。巡回時には給食調理業務、衛生管理の点検・確認を

行い、調理従事者への指導及び改善に努めること。また、担当栄養士との連絡調

整を行うこと。 
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乙は、実施した巡回内容（調理従事者への指導事項、担当栄養士との調整事項

等）について、甲に報告すること。 

 

（３）労働条件 

乙は、労働基準法等の関係法令を遵守し、従業員の労働条件、給与等に配慮

しなければならない。また乙が賃金等の債務の支払いを遅延したときには、甲

の求めに応じて事情を報告しなければならない。 

 このことに関して経営状況の確認が必要なときには、甲は財務状況等の報告

を求めることができる。なお、甲から転籍した調理従事者がいた場合について

は、甲の労働条件に準じて雇用すること。 

 

 （４）健康管理 

 ① 乙は、調理従事者全員を対象に、月２回以上腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネ

ラ菌・ベロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌すべて)及び年１回健康診断を実

施しなければならない。 

   ② 乙は、ノロウイルス等の感染性胃腸炎等の拡大防止のために調理従事者に対

する衛生管理につとめること。 

 

（５）業務の従事制限 

① 乙は、健診の結果、食品衛生上支障があると認められる者について、調理に

従事させないこと。 

② 乙は、腸内細菌検査の結果、陽性となった者については、直ちに医師に受診

させ、陰性となるまでは調理に従事させないこと。 

③ 乙は、腸内細菌検査が未実施の者を調理に従事させないこと。 

④ 乙は、調理従事者が下痢・嘔吐等の症状がある場合は、「小松市学校衛生管理    

マニュアル」と同様に対応すること。 

⑤ 乙は、前項に掲げる事項が発生したときは、直ちに甲にその旨報告すること。 

⑥ 甲が前項の規定に基づく乙からの報告の結果、委託業務の履行に支障をきた

すと判断した場合は、乙は甲の求めに応じて当該委託業務従事者の委託業務

への従事を停止すること。 

⑦ 乙は、常に委託業務従事者の健康状態に注意し、下痢症状、発熱、せき、外

傷、皮膚病等の伝染性疾患で食品衛生上支障が出るおそれのある者を委託業

務に従事させないこと。 

⑧ 業務責任者は、委託従事者全員の健康及び衛生状態を業務従事前に点検する

こと。 

 

（６）服装及び規律 

    乙は、自己の従事者に次に挙げる事項を遵守させなければならない。 

① 勤務中は定められた清潔な衣類等を着用すること。（帽子、白衣、ズボンは毎

日専用で清潔なものに交換すること。） 

② 人との対応は礼儀正しく、親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴にわたる言動や態
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度をとらないこと。 

③ 勤務の遂行を怠るような行為をしないこと。 

④ 調理場には、関係者以外の者を入れないと共に、作業に関係の無いもの及び

不要なものを持ち込まないこと。 

⑤  調理場から、調理場内の物品及び調理品を持ち出し、持ち帰りしないこと。 

⑥  身体及び身の回りは常に清潔に心がけ、他人に不快感を与える等、不衛生に 

しないこと。 

 

６．委託する業務の内容 

    甲が委託する業務は、表２「小松市学校給食調理業務分担区分」の乙に○印を

記した業務とし、以下の事項に注意して行うものとする。 

委託業務実施にあたり、乙の調理従事者の行為に衛生上並びに調理過程に支障

があると認められる場合は、甲、学校（学校教職員をいう。）は乙に対して改善を

指示できるものとする。 

ただし、乙の調理従事者の行為に緊急または重大な支障があった場合に限り、

直接調理従事者に指示命令が出来るものとする。 

 

（給食管理） 

（１）乙は、給食管理に関する事項を次のとおり行うものとする。 

① 調理した給食については、児童･生徒が喫食する約 30 分前に学校長及び教頭

又はその代行者が行う検食（有害物・異物混入の有無、異味異臭の有無、加熱･冷却

の状況、分量、味・香・色彩・形態の良否）のための配膳をおこない、その評価を受け

ること。また評価については業務に反映させること。 

② 学校の指示により、アレルギー対応食、特別配慮食（特別に配慮を要する児

童・生徒への食事）を提供すること。 

③ 児童･生徒の喫食状況について、常に把握し、調理の向上を図ること。 

④ 学校における食育の推進に関することへの協力をすること。 

⑤ 給食調理業務に関する書類を作成し、学校長等学校が指定する担当者の決裁

を受け保管するものとし、甲が必要と認めた場合は開示すること。 

⑥ 学校長が決定した給食時間の変更及び給食提供方法の変更に対応すること。 

⑦ 栄養士又は巡回指導担当栄養士が作成した発注書をもとに、在庫、給食実施

日等を確認し、調整すること。なお、業者への注文は、栄養士がいる学校は

栄養士が、栄養士がいない学校は業務責任者が行うものとする。 

⑧ 学校長が、台風、大雪、地震などの天災地変や、インフルエンザ等の疾病に

よる学校閉鎖や、その他の事由で、給食を実施しないことを決定した場合、

乙は学校長の連絡を受けて適切に対応すること。 

    ⑨ 回収された残菜は、主食、牛乳、おかず別に計量を行い、記録すること。た

だし、県等の献立別残菜等の調査がある場合は、担当栄養士の指示に基づき

協力すること。 

  

 



4 

（調理作業） 

（２）乙は調理・配食・配膳に関する事項は、次のとおり行うものとする。 

① ｢給食日誌｣に基づき、乙は、｢作業工程表｣、｢作業動線図｣の予定書を作成し、

これらに基づいて調理をし、調理作業実績を朱書きで記入すること。 

② 出来上がった給食は、学級別に配缶しその日の献立に合わせた食器具類（食 

器・トレー・器具をいう。）等とともに学級用配膳車に並べ学校が指示する所

定の時間及び位置に配膳車を配置すること。 

③ 学校の給食時間に合わせて温かいものは温かく、冷たいものは冷たく食べら

れるような温度管理を行い、また、調理から喫食開始まで２時間以内となる

ように、出来上がり時間を十分考慮して調理すること。 

 

 （３）乙は、食器具類の洗浄・消毒・保管に関する事項は、次のとおり当日中に行う

ものとする。 

① 配膳室のある学校については、清掃、点検を行うこと。 

② 食器具類、配膳車等を給食室へ回収すること。 

③ 学級用配膳車の洗浄、点検を行うこと。 

④ 食器具類は、洗浄して、消毒保管機や殺菌庫へ格納し､乾燥･消毒を行うこと。 

 

（食材管理） 

（４）乙は、食材料の受取及び食材料の管理に関する事項は、次のとおり行うものと

する。 

① 業務に使用する食材料は、市及び学校の提供する食材料を使用すること。 

② 学校に納入される食材の検収については、甲の指定する検収表項目に基づき 

行うこと。 

③ 納入された冷蔵・冷凍食品、乾物類は、検収後直ちに所定の食品庫や冷凍冷  

蔵庫等に相互汚染のないように衛生的かつ安全に格納し、適正に保管するこ

と。生鮮物資については、特に衛生的に取り扱うこと。 

④ 乙の責による食材等の損失については、その損害を弁済すること。 

⑤ 納入伝票に、単価・数量・金額等の間違いが無いかを確認して、業者ごとに 

１ヶ月分まとめて整理すること。 

⑥ 納入伝票に誤りがあった場合には、業者へ連絡し、訂正、差替えをすること。 

 

（施設・設備管理） 

（５）乙は、施設・設備の清掃、整理整頓及び点検を毎日行わなければならない。 

 

（業務管理） 

（６）乙は、各種調査（統計作成のための基礎データなど）に協力すること。 

 

（衛生管理） 

  （７）乙は、給食室（調理室・検収室・下処理室・洗浄室・食品保管庫）及び配膳室

（各階）の清掃・消毒作業並びに給食室周辺（給食調理員休憩室・給食調理員
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専用トイレ・給食室出入り口・給食室の外周囲）の清掃・消毒作業、グリスト

ラップ（中や外の汚れ）、給食用エレベーター、ごみ置き場等の清掃を適宜行わ

なければならない。 

 

（８）乙は、委託業務を履行するうえで、発生した廃棄物は、学校の指示に従いリサ

イクルに協力しそれぞれ決められた方法で、調理場内に放置することなく、適

宜所定の集積場まで搬出すること。その周辺は常に清潔に保持するよう努める

こと。 

 

（その他） 

（９）乙は、給食調理業務の実施に当たり、食中毒や事故等発生時の対応として、生

産物賠償及び施設賠償等を網羅する総合的な損害賠償保険に加入すること。 

 

 （10）乙は、次のとおり研修を行うものとする。 

① 食品、調理の取り扱い等が適正かつ円滑に行われるよう調理従事者全員に対

して、研修を定期的に実施して、資質の向上を図ること。 

② 実施した研修について、研修要項、研修参加者、研修資料を添え、研修結果を 

甲に報告すること。 

③ 甲が要請する研修会や会議等へ調理従事者を参加させること。 

④ 新規に委託業務に従事する者については、学校給食業務に従事するにあたり必 

要な研修を必ず実施した上で、従事させること。 

 

（11）上記に付帯するその他必要な業務を行うものとする。 

 

７．施設・設備器具、その他物品 

（１）乙は、委託業務を行うにあたり、甲の所有する施設、設備及び物品を使用す

るものとし、目的外で利用することは一切出来ないものとする。 

① 検収室、下処理室、調理室、洗浄室、消毒保管機、冷凍庫、冷蔵庫、食品保 

管庫等の施設及びこれらに付属する機械､器具類 

② 事務室、便所、これらに付属する機械､器具類 

③ 通信機器（委託業務遂行のため必要時に使用） 

 

 （２）乙は、委託業務を行うにあたり、甲の所有する施設、設備及び物品を安全、丁

寧に取り扱い、細心の注意を持って管理するものとする。故障・破損などが発生

した場合は、直ちに校長に報告するとともに、その対応をしなければならない。 

   ① 乙は、機器の点検や工事等により立会いが必要な場合は協力し、またそれに

ともない清掃が必要な場合は実施すること。 

② 乙は、光熱水費の経費節減に努めること。 

 

（３）乙は、委託業務に必要な物品を調達するものとする。 

① 表３経費負担区分一覧表の受託者分 
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② 乙が負担することが適当と市が認めるもの 

 

（４）その他 

調理従事者の福利厚生のために使用するものの調達及び維持管理は、乙の負担

とするものとする。 

 

 ８．施設設備の安全・衛生管理 

（１）給食施設の開閉について、次のとおり行うものとする。 

① 業務を終了し退出するときには、窓、扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉止及び

各種設備機器類の停止等を確認すること。 

② 乙の調理従事者は、業務遂行前と後に、学校職員室へ出勤及び退社する旨を

伝えるものとする。 

 

（２）乙は、学期ごとの休業（学年末・夏季・冬季）中には、特に重点的に施設設備

の清掃・食器具を磨く作業等を行い、安全･衛生管理の徹底を図るものとする。 

 

 ９．立入り検査等の協力 

（１）乙は、保健所等の立入り検査に協力すること。 

 

（２）乙は、甲及び学校長が依頼する見学者等の対応について協力すること。 

 

（３）乙は、甲や栄養教諭や学校栄養職員による給食室巡回指導（衛生管理研究会

を含む）を受け、指摘があった事項については、直ちに改善をすること。 

 

 

10．報告 

 

報告書の種類 提出期限及び提出先 

調理等業務従事者選任(変更)報告書 
報告内容；配置先・氏名・資格 

実施前または変更の都度 

学校及び教育委員会へ提出 

学校給食日誌 月ごとに学校決裁、保管 

学校給食日常点検表 月ごとに学校決裁、保管 

食品検収記録表 月ごとに学校決裁、保管 

給食室管理記録表 月ごとに学校決裁、保管 

作業工程表 月ごとに学校決裁、保管 

作業動線図 月ごとに学校決裁、保管 

在庫食品出納簿 月ごとに学校決裁、保管 

調理作業中における異物混入等報告書 
発生後、直ちに学校及び教育

委員会へ提出 
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学校給食における事故報告書 
発生後、直ちに学校及び教育

委員会へ提出 

腸内細菌検査（検便）結果報告書 
実施後、直ちに学校及び教育

委員会へ提出 

定期健康診断結果報告書 
実施後、直ちに教育委員会へ

提出 

研修実施結果報告書 
実施後、直ちに教育委員会へ

提出 

日報及び月報 
毎月請求書に添付し、教育委

員会へ提出 

 

乙は、甲が求める書類を報告し、乙は、甲及び甲が指定した者が求めた場合、報告

書類を提示し、甲が上記以外の書類の報告を求めた場合は、乙は対応するものとする。 

 

11．業務の引継ぎ 

本業務委託満了等により業務委託契約が終了する際には、また委託者が変更とな

る場合には、本市及び引継ぐ団体に対し、安定して円滑に事業運営が継続できるよ

うに引継ぎを行うこと。なお、これに要する費用は乙の負担とする。 

 

12．その他特記事項 

（１）乙は、誠意を持って本業務の遂行にあたることとし、疑義のある事項について

は、その都度協議するものとする。 

 

（２）業務遂行上において乙が関与した事故等については、乙が自らの責任において

解決するものとする。 

 

（３）担当業務遂行上、知り得た秘密は、外部に漏らしてはならない。また、他の目

的に利用してはならない。 

 


